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第２期千葉県国民健康保険運営方針（骨子案）新旧対照表 

～ 第１ 方針策定に当たって ～ 

頁 現行（H30～R5） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

１ 第１ 方針策定に当たって 

１ 策定の背景 

〇 国民健康保険は、日本の社会保障制度の中核である国民皆保険制 

度を支える重要な基盤であり、被用者保険に加入する者等を除 

く全ての者を被保険者とする公的医療保険制度である。 

〇 しかし、国民健康保険（国民健康保険組合が運営するものを除く。 

以下同じ。）は、無職者・非正規雇用労働者等の低所得者の加入者

が多い、年齢構成が高いこと等により医療費水準が高い、所得に占

める保険料負担が重い、財政運営が不安定になりやすい小規模市町

村が多いといった問題を抱えており、国民健康保険の運営は厳しい

状況に置かれている。 

 

〇  このような状況を踏まえ、国が約３，４００億円の財政支援の拡

充を行うとともに、平成２７年５月に成立した「持続可能な医療保

険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」

（平成２７年法律第３１号）により、平成３０年度から、都道府県

が、市町村とともに国民健康保険の運営を担い、財政運営の責任主

体として安定的な財政運営や効率的な事業実施の確保等の国保運

営について中心的な役割を担うこととされた。 

〇  一方、市町村は、地域住民との身近な関係の中、被保険者の実情

を把握した上で、資格管理・保険給付の決定、保険料（地方税法の

規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。）の賦課・徴収、保健

事業等の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなる。 

 

 

 

 

 

〇  国民健康保険（国民健康保険組合が運営するものを除く。以下同

じ。）は、無職者・非正規雇用労働者等の低所得者の加入者が多い、

年齢構成が高い等の理由により医療費水準が高い、所得に占める保

険料（地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。）の

負担が重い、財政運営が不安定になりやすい小規模市町村が多いと

いった問題を抱えており、国民健康保険の運営は厳しい状況に置か

れてきた。 

〇  このような状況を踏まえ、国は約３，４００億円の財政支援の拡

充を行うとともに、平成２７年５月に成立した「持続可能な医療保険

制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」（平

成２７年法律第３１号）により、平成３０年度から都道府県が国民健

康保険の財政運営の責任主体となり国保運営の中心的な役割を担う

とともに、市町村は引き続き資格管理・保険給付の決定、保険料の賦

課・徴収、保健事業等の地域におけるきめ細かい事業を担うこととな

った。 

 

 

 

〇 国保運営の都道府県化によって、財政運営が不安定になるリスク

の高い小規模市町村は、保険給付に必要な費用の全額を県から交付

されることとなり、財政運営の安定化が図られた一方で、保険料水準

は市町村ごとに異なる状況が続いている。 

〇 こうした中、国は令和２年５月に「都道府県国民健康保険運営方針

策定要領」を改定し、「保険料率については、市町村ごとの医療費水

準や医療提供体制に差があることに留意しつつ、将来的には、都道府

県での保険料水準の統一を目指す」とした。 

〇 さらに、令和６年４月１日から施行される改正後の国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）により、都道

府県が策定する国民健康保険運営方針について、対象期間が法定化

（６年）されるとともに、保険料水準の統一や医療費適正化に関する

事項などが必須記載事項とされた。 

 

 

 

 

 

・時点修正 

・文言整理 

 

 

 

 

 

・現行の２段落を統

合し、国保運営の都

道府県化の開始につ

いて要約して記載 

 

 

 

 

 

 

 

・現状について追記 

 

 

 

・現状について追記 

 

 

 

・法改正に伴い追記 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 策定の目的 

〇 「千葉県国民健康保険運営方針」は、県と市町村が共通認識を持

って保険者としての事務を実施するとともに、国民健康保険の安定

的な財政運営及び市町村の事業運営の広域化や効率化を図るため

に、県が策定する国民健康保険の運営に関する統一的な方針であ

る。 

 

 

 

 

 

 

〇 本県においては、県と市町村が共通認識を持って保険者としての 

事務を実施するとともに、国民健康保険の安定的な財政運営及び市

町村の事業運営の広域化や効率化を図るため、国民健康保険の運営

に関する統一的な方針として、「千葉県国民健康保険運営方針」（対

象期間：平成３０年４月１日から令和６年３月３１日まで）を平成

２９年１２月に策定した。 

〇 同方針は令和５年度末で終期を迎えることから、引き続き国民健 

康保険の財政運営の安定化を図りつつ、保険料水準の統一や医療費

適正化等の取組をより一層進め、「国保運営の都道府県化」の趣旨の

更なる深化を図るため、本方針を策定することとした。 

 

・時点修正 

 

 

 

 

 

・法改正に伴い追記 

 

 

３ 位置付け 

〇 本方針は、平成３０年４月１日から施行される改正後の国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第８

２条の２第１項の規定による「都道府県国民健康保険運営方針」

である。 

〇 なお、都道府県国民健康保険運営方針は、高齢者の医療の確保

に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第９条第１項に規定す

る都道府県医療費適正化計画との整合性を確保することとされて

いる（法第８２条の２第５項）。 

 

 

〇 本方針は、法第８２条の２第１項の規定による「都道府県国民健康

保険運営方針」である。 

 

 

〇 なお、本方針は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）第９条第１項に基づき策定する「千葉県における健

康福祉の取組と医療費の見通しに関する計画」（以下、「千葉県医療

費適正化計画」という。）との整合性を確保する（法第８２号の２

第５項）。 

 

・文言整理 

 

 

 

・文言整理 

 

 

 

 

〇 また、市町村は、本方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に

努めることとされている（法第８２条の２第８項）。 

〇 また、市町村は、本方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努

めることとされている（法第８２条の２第９項）。 

・法改正に伴う項番

号の変更 

４ 対象期間 

〇 本方針は、平成３０年４月１日から令和６年３月３１日までの６

年間を対象期間とする。 

 

〇 本方針は、令和６年４月１日から令和１２年３月３１日までの６年 

間を対象期間とする（法第８２条の２第１項）。 

 

・第２期運営方針の

対象期間に変更 

・法改正により法定

期間となるため、条

項番号を追記 
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頁 現行（H30～R5） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

５ 検証・見直し 

〇 県は、本方針に基づく取組状況等を毎年度把握・検証し、市町村、

千葉県国民健康保険運営協議会及び関係機関等と情報共有を図る

とともに、令和５年度までに令和６年度以降の「千葉県国民健康保

険運営方針」を策定する。 

 

〇 県は、本方針に基づく取組状況等を毎年度把握・検証し、市町村、 

千葉県国民健康保険運営協議会及び関係機関等と情報共有を図ると

ともに、対象期間の３年目にあたる令和８年度に見直しを行う（法

第８２条の２第６項）。 

 

・時点修正 

・法改正により法定

期間となるため、条

項番号を追記 
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第２期千葉県国民健康保険運営方針（骨子案）新旧対照表 

～ 第２ 国民健康保険の現状、運営に当たっての基本的な考え方 ～ 

Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

３ 第２ 国民健康保険の現状、運営に当たっての基本的な考え方 

１ 国民健康保険の現状 

（１）被保険者数 

〇 本県の国民健康保険の被保険者数は、平成２３年度の約１８４

万人から減少しており、令和元年度は約１３７万人となってい

る。 

〇 国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、本県

においては、今後、総人口が減少するとともに、７５歳に到達す

ることにより後期高齢者医療制度へ移行する者の著しい増加が

見込まれており、併せて社会保険の適用拡大及び高齢世代の就労

が進んでいることから、被保険者数の減少は続いていくものと考

えられる。 

［図表１］被保険者数の推移 

［図表２］千葉県の将来推計人口 

 

 

 

〇 本県の国民健康保険の被保険者数は、平成２３年度の約１８４万

人をピークに平成２４年度以降、減少に転じており、令和４年度は  

約１２●万人となっている。 

〇 国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、本県にお

いては、今後、総人口が減少していくことが見込まれている。併せて

社会保険の適用拡大及び高齢世代の就労者増により、被保険者数の

減少は続いていくものと考えられる。 

 

 

 

・時点修正 

 

 

・時点修正 

・文言整理 

４ （２）保険者規模 

〇 令和元年度の県内の保険者数は５４団体（３７市１６町１村） 

であるが、そのうち被保険者数が３，０００人未満の保険者は８

団体で、平成２０年度と比較すると４団体増えており、被保険者

数の減少に伴い、財政運営が不安定になるリスクの高い小規模団

体が増加傾向にある。 

［図表３］規模別被保険者数の推移 

 

〇 令和４年度の県内の保険者数は５４団体（３７市１６町１村）であ 

り、県内の合計被保険者数が最も多かった平成２３年度時点では、

被保険者数が３，０００人未満の保険者は４団体、全体の約７．４％

だったが、令和４年度時点では●団体、全体の約●●．●％に増加

している。 

［図表３］保険者規模別団体数 

 

・時点修正 

※令和４年度実績値

が判明次第反映 

５ 

 

（３）財政収支等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 一部の市町村は、毎年度、多額の決算補填等を目的とした法定

外繰入を行うことで単年度収支の均衡を図っており、単年度収支

差引額から決算補填等目的の法定外繰入額を差し引いた実質収

支が赤字となっている。 

〇 また、令和元年度において、１団体が当該年度の収支不足によ 

り繰上充用を行っており、平成２８年度よりも２団体減少したも

のの、いまだに解消には至っていない。 

 

 

［図表４］財政収支等の状況（市町村国民健康保険特別会計） 

（３）財政収支等の状況（市町村国民健康保険特別会計） 

〇 国保運営の都道府県化によって、以下のような財政運営における

改善が見られた。 

・ 保険給付に要する費用を県が各市町村へ支払うこととなり、これ

により保険給付費の急増に対する市町村国民健康保険特別会計の財

政運営上のリスクが大幅に解消されることとなった。 

・ 県が国保事業費納付金を所得水準等に応じて各市町村に振り分け

徴収することとなり、被保険者の所得水準の低い市町村において、保

険料が低下した団体が多く見られた。 

〇 また、国保運営の都道府県化前と比べ、都道府県化後は決算補填等

目的の法定外繰入が顕著に減少したが、現在も一部の市町村におい

ては決算補填等目的の法定外繰入を行うことにより単年度収支の均 

衡を図っている。 

 なお、令和３年度以降、繰上充用を行っている団体はない。 

 

 

・国保運営の都道府

県化による財政運営

上の改善点等を追記 

 

 

 

 

 

・「第３ 今後の取組

（各論）」の「１ 国

民健康保険の医療に

要する費用及び財政

の見通し」において

詳細を記述している

ため、赤字に関する

記載を削除し、次段

落の文章と統合 

※令和４年度実績値

が判明次第反映 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 平成３０年度に設置した本県の国民健康保険特別会計は、被保 

 険者数の減少に起因する事業規模の縮小を反映して、収支ともに

微減の傾向にある。 

 

 

 

〇 収支差引合計額は、平成３０年度決算・令和元年度決算ともに

僅少ではあるが剰余金を計上しており、いずれも収支の均衡が図

られている。 

 

［図表４の２］財政収支等の状況（県国民健康保険特別会計） 

（４）財政収支等の状況（県国民健康保険特別会計） 

〇 平成３０年度に設置した本県の国民健康保険特別会計は、被保険 

者数の減少に起因する事業規模の縮小を反映して、収支ともに減少

傾向にあった。令和２年度の新型コロナウイルス感染症感染拡大に

よる受診控えにより、多額の繰越金が発生し、国庫負担金等返還額

が増加した結果、令和３年度は収支ともに増大したが、令和４年度

には再び令和元年度と同程度の水準まで減少している。 

〇 本県の国民健康保険特別会計の収支差引合計額は、令和２年度及 

び３年度決算においては、新型コロナウイルス感染症感染拡大によ

る受診控え及びそれに起因する多額の繰越金の発生により著しく増

大したが、基本的には収支の均衡が図られている。 

［図表５］財政収支等の状況（県国民健康保険特別会計） 

 

・時点修正 

 

 

 

 

 

・時点修正 

（今後、更新の可能

性あり） 

※令和４年度実績の

変動可能性あり 

７ 

 

 

 

（４）保険料の賦課方法及び収納率 

〇 国民健康保険法に基づく保険料を賦課しているのは１２団体、

地方税法に基づく保険税を賦課しているのは４２団体となって

いる。 

〇 賦課方式（医療分）は、２団体が２方式（所得割・均等割）、５

１団体が３方式（所得割・均等割・平等割）、１団体が４方式（所

得割・均等割・平等割・資産割）を採用している。 

〇 賦課割合（医療分）は、応能割が５７％を占めており、所得に 

応じた賦課が多い。 

〇 保険料収納率（現年分）は、平成２２年度以降上昇していたが、 

令和元年度は９１．０４％となり、前年度より０．０７％減少し

た。また、平成３０年度においては全国平均を１．７４ポイント

下回っており、全国順位は４５位と低迷している。 

 

［図表５］保険料の賦課方法・収納率等に関する状況（令和元年度） 

 

（５）保険料の賦課方法及び収納率 

 

 

 

〇 賦課方式（医療分）は、２団体が２方式（所得割・均等割）、５２

団体が３方式（所得割・均等割・平等割）を採用しており、４方式（所

得割・均等割・平等割・資産割）を採用している団体はない。 

〇 賦課割合（医療分）は、応能割が●●．●％を占めており、所得に 

応じた賦課が多い。 

〇 保険料収納率（現年分）は、平成２２年度以降、令和元年度を除き 

上昇を続けており、令和４年度には●●．●●％と前年度から 

●．●●ポイント増加した。一方、令和３年度においては全国平均

を●．●●ポイント下回っており、全国順位は●●位と低迷してい

る。 

［図表６］保険料の賦課方法・収納率等に関する状況（令和４年度） 

 

 

 

 

・時点修正 

 

 

・時点修正 

 

・時点修正 

 

 

 

※令和４年度実績値

が判明次第反映 



4 

Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

８ ［図表６］保険料収納率（現年分）の推移 ［図表７］保険料収納率（現年分）の推移 ※令和４年度実績値

が判明次第反映 

（５）１人当たり医療費 

〇 本県の１人当たり医療費は、医療の高度化や高齢化の進展等に 

より年々増加しており、令和元年度は３４７，４３５円となって 

いる。 

 

〇 全国平均と比較すると低い水準であるが、伸び率は全国平均を 

上回る水準で推移しており、全国との差は徐々に縮まっていくも

のと見込まれる。 

［図表７］１人当たり医療費の推移 

［図表８］１人当たり医療費の伸び率の推移 

（６）１人当たり医療費 

〇 本県の１人当たり医療費は、医療の高度化や高齢化の進展等によ 

り増加傾向にある。令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染 

拡大による受診控え等により、一人当たり医療費は大きく減少した

ものの、翌年度は再び増加に転じ、令和４年度は●●●，●●●円

となっている。 

〇 全国平均と比較すると低い水準で推移しており、令和３年度は全 

国で●番目に低い水準となっている。 

［図表８］１人当たり医療費の推移 

 削除 

 

・時点修正 

 

 

 

・時点修正 

※令和４年度実績値

が判明次第反映 

９ （６）医療費適正化等の取組状況 

〇 本県の特定健康診査受診率は全国平均を上回る４０．７％とな 

っているが、特定保健指導実施率は２３．７％となっており、全

国平均を下回っている。なお、国が示す目標値（特定健康診査受

診率：６０％、特定保健指導実施率：６０％）には達していない。 

 

 

 

〇 データヘルス計画の策定状況は、全国平均に至っていないが、

後発医薬品使用割合は、概ね全国平均並みの取組状況となってい

る。 

 

 

［図表９］医療費適正化等の取組に関する状況（平成３０年度） 

（７）医療費適正化等の取組状況 

〇 本県の特定健康診査受診率は全国平均を上回る３６．６％となっ

ているが、特定保健指導実施率は２２．２％となっており、全国平均

を下回っている。なお、国が示す目標値（特定健康診査受診率：６

０％、特定保健指導実施率：６０％）には達していない。 

〇 メタボリックシンドローム該当者の割合は全国平均を下回る  

２０．２％となっているが、メタボリックシンドローム予備群は全国

平均を上回る１１．７％となっている。 

〇 令和５年度を終期とする第２期データヘルス計画については県内 

の全市町村において策定済みである。 

〇 県内の全市町村において後発医薬品差額通知を実施しており、後

発医薬品の使用割合は全国平均をやや上回る８０．１％となってい

る。 

［図表９］医療費適正化等の取組に関する状況（令和３年度） 

 

・時点修正 

 

 

 

・メタボリックシン

ドローム関係の記述

を追加 

・時点修正 

・文言整理 

・後発医薬品(R4.3) 

 千葉県 80.1% 

 全国  80.0% 

１０ （７）まとめ 

ア 被保険者等の状況 

〇 被保険者数は平成２４年度以降、減少に転じており、今後も減

少が続くことが見込まれる。 

〇 財政運営が不安定となるリスクの高い小規模団体の増加が見

込まれる。 

⇒ 保険者規模の縮小による財政リスクの増加への対応が必要 

（８）小括 

ア 被保険者等の状況 

 

 

〇 また、社会保険の適用拡大及び高齢世代の就労者増により、所得が

低い被保険者が相対的に増加することが見込まれる。 

⇒ 被保険者の保険料負担が更に増加することが見込まれる。 

 

 

 

 

・時点修正 

 

 

イ 国保財政、保険料収納率の状況 

〇 一部の市町村国民健康保険特別会計の単年度実質収支は赤字

であり、多額の決算補填等を目的とした法定外繰入が行われて  

いる。 

 

 

〇 繰上充用の総額は年々減少してきているが、令和元年度は１団

体が繰上充用を実施しており、依然解消に至っていない。 

〇 収納率は平成２２年度以降、上昇を続けていたが、令和元年度

は前年度より減少した。また、全国平均を下回っており、平成  

３０年度における全国順位は４５位と低迷している。 

⇒ 計画的に財政収支の改善を図るとともに、効果的な収納対策を

継続することが必要 

イ 国保財政、保険料収納率の状況 

〇 一部の市町村国民健康保険特別会計においては、単年度収支差引

額から決算補填等目的の法定外繰入額を控除した後の収支が赤字と

なっている。 

 

 

〇 令和３年度以降、繰上充用を行っている団体はない。 

 

〇 収納率は平成２２年度以降、令和元年度を除き上昇を続けている

が、全国平均を下回っており、令和３年度における全国順位は●●位

と低迷している。 

⇒ 計画的に財政収支の改善を図るとともに、効果的な収納対策を継

続することが必要 

 

・令和３年度決算で

決算補填等目的の法

定外繰入実施 

→７団体 

 計３８．０億円 

・時点修正 

 

・令和２年度４６位 

・令和３年度未公表 

 

 

 

ウ １人当たり医療費の状況 

〇 １人当たり医療費は年々増加しており、医療の高度化や被保険

者の高齢化の進展等のため、今後も増加することが見込まれる。 

〇 なお、本県においては、国保加入者は各年齢層で減少するもの

の、後期高齢者の著しい増加が見込まれるところであり、医療保

険制度全体を見越した対策が必要である。 

⇒ 医療費適正化の取組等により、１人当たり医療費の伸び幅を抑 

制することが必要 

 

〇 １人当たり医療費は年々増加傾向にあり、医療の高度化や被保険者

の高齢化の進展等のため、今後も増加することが見込まれる。 

 

 

 

⇒ 医療費適正化の取組等により、１人当たり医療費の伸び幅を抑制す

ることが必要 

 

・文言修正 

 

・時点修正 

１１ ２ 運営に当たっての基本的な考え方 

（１）基本的な考え方 

〇 本県の国民健康保険の運営は、今後も厳しい状況が続くことが

見込まれるため、国民健康保険に関わる各主体は、「持続可能な国

民健康保険制度の運営を目指す」ことを基本理念として共有する

ものとする。 

（基本理念）持続可能な国民健康保険制度の運営を目指して 

 

 

 

 

（２）国保運営上の各主体の役割 

ア 被保険者（県民）の役割 

〇 社会保障制度の中核をなす国民皆保険の最後の砦である国民

健康保険制度は、保険料や公費等を財源に保険給付を行うことで

被保険者の医療費の負担を支え合っていることから、被保険者

は、国民健康保険制度を維持していくための主要な財源の一つで

ある保険料を適切に納付する。 

〇 自ら健康の保持増進に努めるとともに、特定健康診査等を積極

的に受診し、自らの健康情報を把握し、早期治療・予防に努める。 
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Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

〇 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局を

持つ等、医療機関等の機能に応じた受診や残薬管理等に努める。

また、平日の診療時間内に受診可能であるのに、夜間・休日急病

診療所を受診することや、同じ病気でいくつもの医療機関等を受

診することを差し控える等、適切な受診に努める。 

  さらに、医師・歯科医師・薬剤師に相談の上で後発医薬品の使

用が可能な場合には、積極的な使用を心掛ける。 

イ 保険医療機関等の役割 

〇 医療等を受ける者の心身の状況に応じた良質かつ適切な医療

等を提供する。 

〇 関係法令・通知等の定めるところにより、診療報酬等（受領委

任を受けて請求する柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マ

ッサージ・指圧師の施術に係る療養費を含む）を適正に請求する。 

〇 地域における病床機能の分化や連携の推進に協力するととも

に、市町村等が行う保健事業や地域包括ケアシステムの構築のた

めの施策等への積極的な協力や支援を行う。 

１２ ウ 国民健康保険団体連合会の役割 

〇 診療報酬等の審査支払業務を適切かつ確実に実施するととも

に、市町村等が行う事務の共同処理、国保データベース（ＫＤＢ）

データ等の積極的な提供、研修の実施等により、市町村等が担う

事務の質的向上や効率化を図る。 

 

エ 市町村の役割 

〇 国民健康保険の保険者として、資格管理、保険給付、賦課・徴

収、保健事業等の地域に密着した事業を引き続き担い、被保険者

の個々の事情に応じたきめ細かい対応を行う。 

〇 被保険者の健康保持や疾病予防を支援するとともに、地域の特

性に応じた地域包括ケアシステム構築に積極的に取り組む。 

 

オ 県の役割 

〇 市町村とともに国民健康保険の保険者となり、国民健康保険の

財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の

実施の確保等の事業運営において中心的な役割を担う。 

 

〇 市町村に対して技術的助言や研修、情報提供等を行うことによ

り、市町村の取組を支援するとともに、市町村が担う事務の効率

化・標準化等について市町村や国民健康保険団体連合会（以下「国

保連」という。）と検討し、推進を図る。 

〇 「千葉県保健医療計画」、「千葉県における健康福祉の取組と医 

療費の見通しに関する計画」（医療費適正化計画）、「健康ちば２

１」、「千葉県高齢者保健福祉計画」、「千葉県障害者計画」等に掲

げる関連施策との連携及び関係機関との協力を図る。 

ウ 国民健康保険団体連合会の役割 

〇 保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化のため、診療

報酬等の審査支払業務を適切かつ確実に実施するとともに、市町村等

が行う事務の共同処理、国保データベース（ＫＤＢ）データ等の積極的

な提供、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の支援、研修の実施

等により、市町村等が担う事務の質的向上や効率化を図る。 

 

 

 

 

〇 健康寿命を延伸することや医療費の適正化を図るため、被保険者

の健康保持や疾病予防を支援するとともに、地域の特性に応じた地

域包括ケアシステム構築に積極的に取り組む。 

オ 県の役割 

〇 市町村とともに国民健康保険の保険者となり、国民健康保険の財

政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の実施

の確保等の事業運営、医療費適正化の取組等において中心的な役割

を担う。 

〇 市町村に対して、技術的助言や研修、情報提供等を行うことによ

り、市町村の取組を支援するとともに、市町村が担う事務の広域化・

効率化等について市町村や国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

という。）と検討し、推進を図る。 

〇 「千葉県保健医療計画」、「千葉県医療費適正化計画」、「健康ちば２

１」、「千葉県高齢者保健福祉計画」、「千葉県障害者計画」等に掲げる

関連施策との連携及び関係機関との協力を図る。 

 

 

・目的及び実態を追

記 

 

 

 

 

 

 

 

・目的を追記 

 

 

 

・法律の改正に伴い

追記 

 

 

・文言整理 

 

 

 

・文言整理 

（３）国への働きかけ 

〇 国民健康保険の抱える構造的な問題は、今回の制度改正によっ

て解決したわけではなく、特に、今後の医療費の増加に耐えうる

財政基盤の確立は大きな課題である。 

〇 県及び国民健康保険に関わる主体は、様々な機会をとらえて、

地域の抱える課題及びその対応について、国に提言・要望し、持

続可能な国民健康保険制度の構築に向けた働きかけを行う。 

 

〇 国民健康保険の抱える構造的な問題は、国保運営の都道府県化に

よって解決したわけではなく、特に、今後の１人当たり医療費の増加

に耐えうる財政基盤の確立は大きな課題である。 

〇 県を含む国民健康保険に関わる各主体は、様々な機会をとらえて、

地域の抱える課題及びその対応について、国に提言・要望し、持続可

能な国民健康保険制度の構築に向けた働きかけを行う。 

 

・時点修正 

・文言整理 
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第２期千葉県国民健康保険方針（骨子案）新旧対照表 

～ 第３ 今後の取組（各論） ～ 

Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

１３ 第３ 今後の取組（各論） 

１ 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し 

（１） 医療費等の見通し 

ア 総論 

〇 少子高齢化の進展や医療の高度化等に伴い、国保被保険者の減 

少や１人当たり医療費の増加等が見込まれる中、中長期的に安定 

的な国保財政の運営を図っていくための参考として、被保険者数 

や医療費等に関する将来の見通しを示す。 

 

イ 被保険者数の見通し 

〇 近年の国保被保険者数の動向や将来推計人口等を参考に、いわ 

ゆる団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる令和７年度ま 

での国保被保険者数の推計を行ったところ、平成２８年度と比較 

して、令和７年度の被保険者数は約５３万人（３２．９％）減少 

することが見込まれる。 

［図表１０］被保険者数の見通し 

ウ 医療費の見通し 保険料の見通し 

〇 近年の医療費の動向や上記イで推計した国保被保険者数を基 

に、令和７年度までの医療費の推計を行ったところ、平成２８年 

度と比較して、令和７年度の１人当たり医療費は約４７，０００ 

円（１４．４％）増加するが、国保被保険者の減少に伴い、医療 

費総額は約１，２２２億円（２３．３％）減少することが見込ま 

れる。 

 

 

 

 

〇 社会保険の適用拡大や高齢世代の就労者増、少子高齢化の進展、

医療の高度化等に伴い、国保被保険者の減少や１人当たり医療費の

増加等が見込まれる中、中長期的に安定的な国保財政の運営を図っ

ていくための参考として、被保険者数や医療費等に関する将来の見

通しを示す。 

 

〇 未定（今秋以降の推計後に更新予定） 

 

 

 

 

 

 

〇 未定（今秋以降の推計後に更新予定） 

 

 

 

 

・今後見込まれる 

事項を追記 

１４ ［図表１１］医療費の見通し 

［図表１２］被保険者数・医療費の見通し 

  

１５ （２） 財政運営に係る基本的な考え方と取組 

ア 総論 

〇 国保財政を安定的に運営していくためには、必要な支出を保険

料や国庫負担金等で賄うことにより、国民健康保険特別会計におい

て単年度の収支が均衡していることが原則である。 

 

イ 市町村の国民健康保険特別会計に係る基本的な考え方 

 

〇 従来、市町村は、個々の市町村ごとの保険給付費等から国庫負担

金等の公費等による収入を控除して算出した保険料収納必要額を

集めるために必要な保険料率を設定していたが、平成３０年度以

降は、県全体の保険給付費等から公費等による収入を控除して算

出した保険料収納必要額を基に、県が市町村ごとに割り当てる国

保事業費納付金の額を基礎とし、保健事業に要する費用等を加味

して保険料率を設定することが基本となる。 

〇 県は、各市町村が保険料率を決定する際の参考となる標準保険

料率を示すが、市町村は、標準保険料率を参考としつつ、地域の実

情を考慮した上で、国民健康保険特別会計における収支が均衡す

るように実際に賦課する保険料率を決定することとなる。 

〇 現在の市町村の国民健康保険特別会計の収支状況をみると、形

式的な財政収支の均衡を図るために、一般会計から多額の決算補

填等目的の法定外繰入が行われる等、一部の市町村が実質的な赤

字となっている。また、一部の市町村では国民健康保険特別会計の

単年度収支不足による繰上充用が行われていることから、実質的

な財政収支の改善を図ることが重要である。 

〇 市町村において行われている法定外繰入の内訳は、その目的に

応じ、 

・ 決算補填等を目的としたもの。 

・ 保健事業に係る費用についての繰り入れ等の決算補填等目的

以外のもの。 

に分類できる。 

〇 このうち、「決算補填等目的の法定外繰入額」及び「繰上充用金」

を解消または削減すべき対象としての「赤字」とする。 

〇 決算補填等目的の法定外繰入は、保険給付と保険料負担の関係

性が不明瞭となること、また、被保険者以外の住民に負担を求める

こととなること等から、解消・削減を図るべきである。しかしなが

ら、当該法定外繰入の早急な解消・削減は、被保険者の保険料負担

の急激な増加につながる場合もあることから、地域の実情を十分

に勘案し、計画的に行う必要がある。 

 

 

 

削除 

 

ア 市町村の国民健康保険特別会計に係る基本的な考え方 

〇 国保財政を安定的に運営していくため、市町村の国民健康保険特

別会計においては、必要な支出を保険料や国、県等の公費等で賄うこ

とにより、単年度の収支が均衡していることが原則である。 

〇 市町村が決定する保険料率については、平成３０年度以降、県全

体の保険給付費等から公費等による収入を控除して算出した保険料

収納必要額を基に、県が市町村ごとに割り当てる国保事業費納付金

の額を基礎とし、保健事業に要する費用等を加味して保険料率を設

定することを基本としている。 

 

 

 

 

 

 

〇 現在の市町村の国民健康保険特別会計の収支状況をみると、形式

的な財政収支の均衡を図るために、一般会計から多額の決算補填等

目的の法定外繰入が行われる等、一部の市町村が実質的な赤字とな

っていることから、実質的な財政収支の改善を図ることが重要で  

ある。 

 

〇 市町村において行われている法定外繰入の内訳は、その目的に 

応じ、 

・ 決算補填等を目的としたもの。 

・ 保健事業に係る費用についての繰入等の決算補填等目的以外の 

もの。 

に分類できる。 

〇 このうちの「決算補填等目的の法定外繰入額」及び「繰上充用金」

を解消または削減すべき対象としての「赤字」とする。 

〇 決算補填等目的の法定外繰入は、保険給付と保険料負担の関係性

が不明瞭となること、また、被保険者以外の住民に負担を求めるこ

ととなること等から、解消・削減を図るべきである。よって、これ

までに市町村が作成した赤字削減・解消計画を勘案し、県全体とし

て令和１２年度までに決算補填等目的の法定外繰入を解消するこ

とを目標とする。新たに決算補填等目的の法定外繰入が発生した場

合も、令和１２年度までに解消することとする。 

 

 

 

・現行の「総論」に記

載の事項について、

「市町村の国民健康

保険特別会計に係る

基本的な考え方」と

して整理 

・国保運営の都道府

県化前の状況を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・繰上充用金が解消

されたため、それに

係る記載を削除 

 

 

 

 

 

 

・文言整理（繰り入れ

→繰入） 

 

・文言整理 

 

・決算補填等目的の

法定外繰入の解消・

削減を図るため、県

全体としての解消目

標年度を追記 
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１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 このため、市町村は、決算補填等目的の法定外繰入について、そ

の必要性や額の妥当性等を改めて整理・検討した上で、保険料収納

率の向上、医療費適正化の取組等の推進や県が提示する標準保険

料率を参考に適正な保険料率を設定すること等により、住民の理

解を得ながら、計画的な解消・削減に努める。 

 

〇 また、平成２９年度以降の繰上充用金の増加分については、発生

した会計年度の翌年度内に計画を策定し、原則として発生した会

計年度の翌々年度までに解消を図る。 

〇 なお、平成２８年度以前の繰上充用金（平成２８年度以前の累積

赤字）については、平成３０年度に計画を策定し、原則として本方

針の対象期間内での解消に取り組む。 

〇 県は、毎年度、各市町村の国民健康保険特別会計の状況を適切に

把握し、必要に応じて助言等を行うことにより、市町村の国保財政

の安定的な運営の推進を図る。 

ウ 県の国民健康保険特別会計に係る基本的な考え方 

〇 県に設置した国民健康保険特別会計も同様に、必要な支出を国

保事業費納付金や国、県等の公費等で賄うことにより、単年度の収

支が均衡していることが原則である。 

〇 具体的な財政運営に当たっては、市町村における事業運営が健

全に行われることも重要であるため、市町村の財政状況をよく見

極めた上で、収支均衡のとれた財政運営に努める。 

〇 このため、市町村は、保険料収納率の向上、医療費適正化の取組

等の推進や県が提示する標準保険料率を参考に適正な保険料率を設

定すること等により、決算補填等目的の法定外繰入の解消・削減の

ための取組を行う。県は、決算補填等目的の法定外繰入のある市町

村に対し、現状確認や助言などを行うことにより支援する。 

 

〇 また、市町村は、繰上充用を行わないよう努めるとともに、もし

新たに行った場合には、発生した会計年度の翌年度内に計画を策定

し、原則として発生した会計年度の翌々年度までに解消を図る。 

 削除 

 

 

 

 

 

イ 県の国民健康保険特別会計に係る基本的な考え方 

 

・新たな法定外繰入

を発生させないよ

う、その必要性や額

の妥当性を削除し、

早期の解消を促すた

め。 

・繰上充用金が解消

されているため。 

 

・繰上充用金が解消

されているため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）財政安定化基金の運用 

ア 財政安定化基金の趣旨 

〇 国保財政の安定化のため、医療費の増加や保険料の収納不足等

により財源不足となった場合に、一般財源からの財政補填等を行

う必要がないよう、以下の場合に資金の貸付・交付を行うものであ

る。 

・ 保険料の収納が不足する市町村に対して資金の貸付を行う。 

・ 「特別な事情」により保険料の収納が不足する市町村に対して 

資金の交付を行う。 

・ 医療費の増加等により県の国民健康保険特別会計に財源不足が

生じた場合に、県に資金の貸付（県の国民健康保険特別会計への繰

入れ）を行う。 

 

 

 

（３）財政安定化基金の運用 

ア 財政安定化基金の基本的な考え方 

〇 国保財政の安定化のため、医療費の増加や保険料の収納不足等に

より財源不足となった場合に、一般財源からの財政補填等を行う必

要がないよう、以下のとおり資金の貸付・交付等を行うものである。 

 

・ 保険料の収納が不足する市町村に対して資金の貸付を行う。 

・ 「特別の事情」により保険料の収納が不足する市町村に対して 

資金の交付を行う。 

・ 医療費の増加等により県の国民健康保険特別会計に財源不足が生

じた場合に、県に対して資金の貸付（県の国民健康保険特別会計へ

の繰入）を行う。 

・ 国保事業費納付金の著しい上昇の抑制等必要があると認められる

場合に、県に対して基金の取崩（県の国民健康保険特別会計への繰

入）を行う。 

 

 

・文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法改正により財政

調整事業分に係る記

載を追記 

１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 交付を行う場合の「特別な事情」の基本的な考え方 

〇 多数の被保険者の生活に影響を与える災害が発生した場合等の

予算編成時に見込めなかった事情により、収納額が低下し、財政収

支の不均衡が生じた場合とする。 

ウ 交付を行う場合の交付額の算定の考え方 

〇 県が、交付を受ける市町村の「特別な事情」や元々の収納率の設

定状況等に応じて、その交付の範囲を財源不足額の２分の１以内

で適切に決定する。 

エ 交付を行った場合の市町村の補填の考え方 

〇 交付を行った場合の補填方法は、国、県及び市町村がそれぞれ３

分の１ずつを補填することとされている。このうち、市町村が行う

補填については、交付を受けた当該市町村が補填することを原則

とする。 

オ 激変緩和への活用の考え方（令和５年度までの特例） 

〇 上記アの本来の目的として活用される部分とは別に、令和５年

度までの特例として、国保事業費納付金制度の導入等に伴う被保

険者の保険料負担の急激な増加を緩和するために、財政安定化基

金を活用できることとされており、県は、激変緩和措置を講じる際

に、財政安定化基金の特例分を最大限活用する。 

 

イ 交付を行う場合の「特別の事情」の基本的な考え方 

 

 

 

 

〇 県が、交付を受ける市町村の「特別の事情」や元々の収納率の設

定状況等に応じて、その交付の範囲を財源不足額の２分の１以内で

適切に決定する。 

 

 

 

 

 

 削除 

 

 

 

 

 

オ 財政調整事業分の考え方 

〇 医療費水準の変動等に備え、国民健康保険の安定的な財政運営の

確保を図るために必要があると認められる場合に、決算剰余金につい

て財政調整事業分として積み立てた額の範囲内で基金を取り崩し、県

の国民健康保険特別会計に繰り入れる。 

・文言整理 

 

 

 

・文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・激変緩和措置の終

了のため。 

 

 

 

 

・法改正により財政

調整事業分に係る記

載を追記 

 

（４）県繰入金（法第７２条の２第１項）の活用 

〇 県は、医療給付費等の９％相当額を県の一般会計から国民健康

保険特別会計に繰り入れ、その一部は特別交付金として各市町村

の特殊な事情に応じた財政の調整等を行うために活用し、残りの

額は県全体の国保事業費納付金として集めるべき額に充当する。 

 

〇 県繰入金（特別交付金分）の交付に当たっては、個々の市町村の

財政安定化や本方針に定める取組の推進等を図るため、保険者努

力支援制度における評価指標等も考慮しつつ、適切に交付基準等

の設定を行う。 

 

 

〇 県は、医療給付費等の９％相当額を県の一般会計から国民健康保

険特別会計に繰り入れ、その一部（２号繰入金）は特別交付金とし

て各市町村の特殊な事情に応じた財政の調整等を行うために活用

し、残りの額（１号繰入金）は県全体の国保事業費納付金として集

めるべき額に充当する。 

〇 県繰入金（２号分）の交付に当たっては、個々の市町村の財政安

定化や本方針に定める取組の推進等を図るため、保険者努力支援制

度における評価指標等も考慮しつつ、適切に交付基準・交付要領等

の設定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・文言整理 

 

 

 

 



8 

Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

 

 

 

 

 

〇 また、国保事業費納付金制度の導入等に伴う被保険者の保険料

負担の急激な増加を緩和するため、県繰入金の一部を活用する。 

 削除 

 

〇 なお、保険料水準の統一を見据え、必要に応じて交付基準・交付

要領等の見直しを行うものとする。 

・激変緩和措置の終

了のため 

・保険料水準の統一

を見据え追記 

１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保険料の標準的な算定方法 

（１）総論 

ア 趣旨 

〇 県が国民健康保険の財政運営の責任主体となることに伴い、市

町村は、県が保険給付費等交付金、後期高齢者支援金、介護納付金

等の支払いに要する費用に充てるための原資の一部として、各市

町村に割り当てられた国保事業費納付金を県に納付する。 

〇 また、平成３０年度以降も、保険料率の決定は引き続き各市町村

が行い、県は、市町村が保険料率の決定を行う際の参考として、標

準保険料率を算定・公表する。 

〇 県は、保険料算定方式や標準的な収納率等の国保事業費納付金・

標準保険料率の算定において必要となる事項の標準を定めるほ

か、国のガイドライン（「国民健康保険事業費納付金及び標準保険

料率の算定方法について」）で示された算定方法を原則とし、国保

事業費納付金・標準保険料率を算定する。 

〇 なお、標準保険料率の算定に当たっては、県内統一の算定方式に

基づき算定する市町村標準保険料率とは別に、各市町村が実際に

採用している算定方式に基づく標準保険料率の算定も併せて行

う。 

イ 保険料率の設定に係る基本的な考え方 

〇 本県においては、市町村間の医療費水準や保険料収納率等に格

差が存在することから、医療費適正化や収納率向上へのインセン

ティブを確保するため、国保事業費納付金・標準保険料率の算定に

当たって、市町村ごとの医療費水準や収納率等の実績を反映させ

る。 

２ 市町村の標準的な保険料の算定方法及びその水準の統一 

（１）総論 

 

〇 県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったことに伴い、市

町村は、県が保険給付費等交付金、後期高齢者支援金、介護納付金

等の支払いに要する費用に充てるための原資の一部として、各市町

村に割り当てられた国保事業費納付金を県に納付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

・文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２期運営方針の

期間において、納付

金の算定に反映させ

ていた市町村間の医

療費の違いを段階的

に反映させないこと

としたため。 

 

 

〇 将来的な保険料水準の統一については、新型コロナウイルス感

染症等が医療費に与える影響等も注視しながら、県内市町村等と

の議論を深めていく。 

（２）保険料水準の統一 

ア 保険料水準の統一に対する考え方について 

〇 国保財政の安定化や被保険者間の公平性等の観点から、将来的に

は「被保険者の所得と世帯構成が同じであれば県内どの市町村に住

んでも同じ保険料になること（保険料水準の統一）」を目指してい

く。 

〇 保険料水準の統一に向けて、現在、以下のような諸課題がある。 

・ 保険料率の決定の基となる納付金の各市町村への配分に当たり、

市町村ごとに異なる医療費水準を反映させている。 

・ 市町村の国民健康保険特別会計から支出する葬祭費等の相対的必 

要給付・保健事業・保険料減免基準等が市町村によって異なる。 

・ 市町村の国民健康保険特別会計の歳入となる、市町村の特別な事

業及びインセンティブ付与のために交付される公費並びに法定外

繰入及び市町村独自の基金からの繰入の状況が市町村によって異

なる。 

・ 保険料収納率が市町村によって異なる。 

・ 賦課方式が市町村によって異なる。 

・法改正により、保険

料水準の平準化に関

する事項が記載事項

に位置付けられたた

め。 

・保険料水準の統一

に向けた課題を追記 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 こうした課題がある現状を考慮すると、保険料水準の統一を直ち

に実現することは困難であるため、段階的に諸課題を解決しながら

統一を目指していく。 

イ 統一の進め方 

〇 将来的な保険料水準の統一に向け、まずは納付金の各市町村への

配分に当たっての医療費水準の反映を令和７年度から段階的に減

らし、令和１１年度をもって医療費水準を全て反映をしないことと

する。（納付金ベースでの統一） 

〇 これと並行して、保険料水準の統一に向けた他の課題の解消にも

取り組んでいく。 

〇 県は、保険料水準の統一を進めるに当たり、県内市町村等との間

で開催する千葉県国民健康保険連携会議等を通じて協議を重ねるも

のとする。 

・段階を踏んで統一

に向かっていくこと

を追記 

 

 

（２）国保事業費納付金の算定方法 

ア 配分方式 

〇 納付金の各市町村への配分方式は、医療分、後期高齢者支援金 

分及び介護納付金分それぞれ２方式（所得割・均等割）とする。 

イ 医療費水準の反映割合（医療費指数反映係数αの設定） 

〇 医療分の納付金の各市町村への配分に当たっては、各市町村の 

年齢構成の差異を調整した医療費水準を全て反映させる（α＝１ 

とする）。 

 

 

（３）国保事業費納付金の算定方法 

 

 

 

イ 医療費水準の反映割合（医療費指数反映係数αの設定） 

〇 医療分の納付金の各市町村への配分に当たっては、各市町村の年

齢構成の差異を調整した医療費水準の反映を段階的に減らし、令和

１１年度に全て反映させないこと（α＝０）とする。 

［図表１３］医療費水準の反映割合（医療費指数反映係数α） 

 

 

 

・第２期運営方針の

期間において、納付

金の算定に反映させ

ていた市町村間の医

療費の違いを段階的

に反映させないこと

としたため。 
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Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

ウ 応能割分・応益割分の配分割合（所得係数βの設定） 

〇 納付金総額の応能割分と応益割分の配分割合は、医療分、後期 

高齢者支援金分及び介護納付金分それぞれ全国平均の所得水準 

を１とした場合の本県の所得水準に応じて毎年度設定される係 

数（所得係数β）により決定する（応能割：応益割＝β：１とな 

る）。 

エ 賦課限度額の設定 

〇 賦課限度額は、医療分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分 

についてそれぞれ国が政令で定める限度額と同額とする。 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 

 

（３）標準的な保険料の算定方法 

ア 標準的な算定方式 

〇 標準的な保険料の算定方式は、医療分、後期高齢者支援金分及 

び介護納付金分それぞれ２方式（所得割・均等割）とする。 

 

イ 標準的な収納率 

〇 標準的な収納率については、各市町村の収納率の実績を踏ま 

え、市町村別に毎年度設定する。 

（４）標準的な保険料の算定方法 

 

 

 

 

イ 標準的な収納率 

〇 本県においては、市町村間の保険料収納率に格差が存在すること

から収納率向上へのインセンティブを確保するため、標準的な保険

料の算定に当たって市町村ごとの収納率の実績を反映させる。 

○ 標準的な保険料の算定で用いる標準的な収納率については、各市

町村の収納率の実績を踏まえ、市町村別に毎年度設定する。 

 

 

 

・前段「（１）総論」

の「イ 保険料率の設

定に係る基本的な考

え方」の削除に伴い、

その中で記載されて

いた収納率の内容に

ついて、本段におい

て記載をすることと

したため。 

 

（４）保険料負担の激変緩和 

〇 平成３０年度からの国保事業費納付金制度の導入等に伴い、保

険料負担が急激に増加することのないよう、当面、令和５年度まで

の６年間、県繰入金、財政安定化基金の特例分及び国の調整交付金

における暫定措置（追加激変緩和）を活用し、一定の基準を設けて

激変緩和措置を講じる。 

○ なお、令和６年度以降の激変緩和措置の取扱いは、今後の国保財

政の動向等を踏まえて判断する。 

【図：改革後の国保財政の仕組み（イメージ）】 

【図：納付金・標準保険料率のイメージ】 

 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・激変緩和措置の終

了のため 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 

 

【図：納付金・市町村標準保険料率算定のイメージ（医療分）】 

【図：納付金の各市町村への配分イメージ（医療分）】 

 

 

 

 

２３ ３ 保険料の徴収の適正な実施 

（１）収納対策 

ア 総論 

〇 国民健康保険の財政運営の安定化及び被保険者間の公平性を 

図る観点から、適正に保険料の賦課・徴収、資格管理、滞納処分 

等を行うことは重要な取組である。また、滞納処分等の実施に当 

たっては、被保険者の所得や生活状況等個々の実情を十分に勘案 

して、適切な取扱いをすることが重要である。 

イ 市町村の取組 

〇 地域の実情を考慮しつつ、本方針に掲げる目標収納率の達成及 

び更なる収納率の向上に向けて、以下の取組等を行う。 

・ 納付方法の多様化（口座振替の促進、ペイジー導入、コンビニ収

納委託の実施、クレジットカード納付の導入、インターネットを使

用した公金収納支援サービスの取組、キャッシュレス決済サービ

スの導入等） 

・ 納付勧奨の実施（コールセンターの設置、会計年度任用職員の配

置・活用、自動音声電話催告システムの活用等） 

・ 個々の状況に応じたきめ細やかな納付相談の実施（滞納者への早

期接触、短期被保険者証や資格証明書の活用等） 

・ 個々の実情を十分に勘案した適切な減免制度の運用 

・ 長期未展開事案への対応 

・ 法定軽減措置を適切に実施するための所得未申告者への申告勧奨 

・ 生活困窮者担当部局等の庁内関係部局等との連携 

・ 外国人に対する制度周知・収納対策 

ウ 県の取組 

〇 被保険者に対する制度周知や保険料納付意識の向上を図るととも 

に、市町村が行う収納対策を支援するため、以下の取組等を行う。 

・ 収納率向上に向けた市町村への指導・助言 

・ 研修や講習会等の実施による市町村職員の能力向上や好事例の

共有 

・ 国保連が設置する収納率向上アドバイザーによる市町村への実 

地指導・助言の実施との連携 

・ ちば国保月間を活用した効果的な広報等の実施 

・ 収納率の向上及びその実現に向けた取組に応じた県繰入金の交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 納付方法の多様化（口座振替の促進、クレジットカード払い等の

自動引落しによる保険料納付、コンビニ収納、ペイジー導入、イン

ターネットを使用した公金収納支援サービスの取組等）による保険

料自主納付方法の利便性の拡大 

・ 納付勧奨の実施（コールセンターの設置、会計年度任用職員の  

配置・活用、自動音声電話催告システムの活用等） 

・ 個々の状況に応じたきめ細やかな納付相談の実施（滞納者への早

期接触等） 

・ 個々の実情を十分に勘案した適切な減免制度の運用 

・ 長期未展開事案（差押物件の未換価・未差押換え）への対応 

・ 法定軽減措置を適切に実施するための所得未申告者への申告勧奨 

・ 生活困窮者担当部局等の庁内関係部局等との連携 

・ 外国人に対する制度周知・収納対策 

ウ 県の取組 

〇 被保険者に対する制度周知や保険料納付意識の向上を図るととも

に、市町村が行う収納対策を支援するため、以下の取組等を行う。 

・ 収納率向上に向けた市町村への指導・助言 

・ 研修や講習会等の実施による市町村職員の能力向上や好事例の 

共有 

・ 国保連が行う、国民健康保険料（税）収納率向上のための取組と

の連携 

・ ちば国保月間を活用した効果的な広報等の実施 

・ 収納率の向上及びその実現に向けた取組に応じた県繰入金の交付 

〇 なお、県繰入金（２号分）の交付に当たっては、保険料水準の統 

一を見据え、必要に応じて交付基準・交付要領等の見直しを行うも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・項目の整理 

 

 

 

 

 

・短期証・資格証に関

する内容の削除 

 

・長期未展開事案の

例示 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国保連の事業の見

直しに伴い修正 

 

 

・保険料水準の統一

を見据え追記 
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Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目標収納率 

〇 市町村における保険料の徴収の適正な実施を促すため、県は保

険者規模別の目標収納率を設定し、市町村は目標収納率の達成に

向けて収納率の向上に努める。 

〇 目標収納率は、本方針の対象期間の最終年度（令和５年度）に、

保険者努力支援制度（平成３０年度分）の「収納率向上に関する取

組」に関する評価指標における全自治体上位５割に当たる収納率

を達成することを目指し、以下のとおり設定する。 

〇 また、現状では、目標収納率と県平均収納率には乖離がみられる

ことから、段階的な収納率向上を目指し、本方針の対象期間の中間

年度（令和２年度）の目標数値も併せて設定する。 

〇 目標収納率を達成した市町村は、独自の目標を設定する等、更な

る収納率向上に取り組む。 

 

 

 

 

 

〇 目標収納率は、本方針の対象期間の最終年度（令和１１年度）に、

保険者努力支援制度（令和５年度分）の「収納率向上に関する取組」

に関する評価指標における全自治体上位５割に当たる収納率を達成

することを目指し、以下のとおり設定する。 

〇 また、現状では、目標収納率と県平均収納率には乖離がみられる

ことから、段階的な収納率向上を目指し、本方針の対象期間の中間

年度（令和８年度）の目標数値も併せて設定する。 

 

 

［図表１４］目標収納率（現年分） 

 

 

 

 

・時点修正 

 

 

 

・時点修正 

４ 保険給付の適正な実施 

ア 総論 

〇 保険給付は、医療保険制度における基本的事業であり、法令に基

づく統一的なルールの下に確実に行われ、必要な者に必要な保険

給付が着実になされることが重要である。 

イ 市町村の取組 

〇 診療報酬等の適正な支払いを確保するため、レセプト（療養費支

給申請書を含む）点検の充実・強化を行う。 

〇 交通事故等の第三者の不法行為の結果生じた給付に対する求償 

 を適切に行使するため、第三者求償事務に係る数値目標を設定し、 

 権取組の強化を行うとともに、定期的な取組内容の評価・改善を行 

 う。 

〇 平成３０年度以降、被保険者に県内市町村間の住所の異動があ

った場合でも、世帯の継続性が保たれている場合には高額療養費

の多数回該当に係る該当回数を通算することとなるため、以下の

場合に世帯の継続性があるものと判定することとし、国保情報集

約システムを活用しながら、該当回数の把握等を適正に行う。 

① 単なる住所異動等の一の世帯のみで完結する住所異動の場合

には、世帯の継続性を認める。 

② 世帯分離、世帯合併による一の世帯で完結しない住所異動（他の

世帯からの異動による国保被保険者の数の増加や、他の世帯への異

動による国保被保険者の数の減少をいう。）の場合には、異動後の世

帯主が異動前に世帯主として主宰していた世帯との継続性を認め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国保運営の都道府

県化により、高額療

養費の多数回該当の

通算が可能となった

が、その後６年間が

過ぎ、制度が定着し

ているため、記載か

ら削除 

 

 

２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 県の取組 

〇 市町村に対して定期的・計画的な指導・助言を行い、レセプト点

検や第三者求償事務の取組の充実・強化を支援する。 

〇 令和元年度から、県では医療給付専門指導員等による広域的又

は医療に関する専門的な見地による給付点検調査を開始したこと

から、取組を通じて市町村を指導・支援していく。 

〇 被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間調

整に係る事務負担の軽減等について、市町村と全国健康保険協会・

各健康保険組合等の被用者保険との間の課題や情報の共有ができ

るように調整を行う。 

〇 保険診療等の質的向上及び適正化を図るため、引き続き関東信

越厚生局千葉事務所と連携して保険医療機関等の指導等を行う。 

〇 保険医療機関等に対する監査等の結果により判明した不正利得

については、平成３０年度に策定した「県による不正利得回収に係

る事務処理方針」及び「千葉県保険医療機関等又は指定訪問看護事

業所に係る不正利得の回収に係る事務処理規約」に基づき、催告や

納付指導等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

〇 県で実施している医療給付専門指導員等による広域的又は専門

的な見地による給付点検調査を通じて市町村を指導・支援していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 第三者の行為による保険給付が複数の市町村の被保険者に生ず

るなど広域的な対応が必要なものや、訴訟や調停等の法的手続を要

するなど専門性が高いものについて、市町村の委託を受けて求償事

務を行う（令和７年４月以降を予定）。 

 

 

 

・時点修正 

・文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法改正により追記 

 

 

 

 ５ 医療費の適正化の取組 

ア 総論 

〇 国民健康保険の医療費は、今後も、医療の高度化や被保険者の高

齢化の進展等により増加していくことが見込まれており、将来に

わたって安定的な財政運営を続けていくためには、歳出の中心で

ある医療費の適正化に取り組むことが重要である。 

 

 

 

 

 

〇 国民健康保険の１人当たり医療費は、今後も、医療の高度化や被

保険者の高齢化の進展等により増加していくことが見込まれてお

り、将来にわたって安定的な財政運営を続けていくためには、歳出

の中心である医療費の適正化に取り組むことが重要である。 

〇 具体的には、生活習慣病の発症予防や重症化予防などの「健康の

保持の推進」や、医薬品の適正使用などの「医療の効率的な提供の

推進」により医療費適正化に取り組んでいく。 

 

 

・文言整理 

 

 

 

・国の第３期医療費

適正化計画より引用 
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Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

２６ イ 市町村の取組 

〇 特定健康診査及び特定保健指導の受診率向上のため、以下の取

組等を行う。 

・ 未受診者に対する文書や電話等による効果的な受診勧奨 

・ 社会資源、地域組織を活用したポピュレーションアプローチ 

・ 住民の健康意識を高めるための普及啓発 

 

 

 

〇 特定健康診査・特定保健指導に加えて、関係部門と連携して他の

健診の実施や健診結果等に基づく受診勧奨等に取り組む。 

 

 

 

 

〇 糖尿病等の治療中断者への働きかけや、治療中の加入者に対し 

て医療機関等と連携して重症化を予防するための保健指導等を行 

う。 

 

 

 

 

〇 効果的な保健事業の推進を図るため、特定健康診査結果やレセ

プト情報、国保データベース（ＫＤＢ）システム等の健康・医療情

報を活用し、データヘルス計画を策定した上で、保健事業の実施及

び評価を行う。 

〇 ヘルスケアポイント事業の実施等、被保険者の自主的な健康管

理を促すインセンティブの提供を行う。 

〇 地域の医療関係者等との連携の下、重複頻回受診者・重複服薬者

の健康管理や医療に対する意識を深めるため、保健師や看護師等

による訪問指導、残薬確認や、特定健康診査及び特定保健指導の機

会を活用した指導・助言を行う。 

〇 後発医薬品の使用促進を図るため、以下の取組等を行う。 

・ 後発医薬品使用希望カード等の配布 

・ 後発医薬品差額通知の効果的な実施 

〇 特定健康診査等の受診者に対し、ＩＣＴ等の活用による、わかり

やすい健診結果等の情報提供を行う。 

 

 

〇 特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上のため、地域

の実情に応じて以下の取組を行う。 

・ 未受診者に対する文書や電話等による効果的な受診勧奨 

・ 休日や夜間など、受診しやすい日程での集団健診の実施 

・ ４０歳未満の被保険者への健診の実施や将来的な受診を促すため

の普及啓発 

・ ICTを用いたオンライン面接や休日・夜間の面接など、利用しやす

い方法や日程での特定保健指導の実施 

 

 

〇 生活習慣病の発症及び重症化を予防するため、地域の実情に合わ

せて以下の取組を行う。 

・ 住民の健康意識を高めるための普及啓発 

・ 社会資源、地域組織を活用したポピュレーションアプローチ 

〇 糖尿病及び糖尿病性腎症の未治療者や治療中断者への受診勧奨

や保健指導を行うとともに、治療中の被保険者に対して医療機関と

連携して重症化を予防するための保健指導を行う。 

 

〇 また、慢性腎臓病の発症及び重症化を予防するため、糖尿病では

ないが腎機能の低下や蛋白尿が見られる被保険者について受診勧

奨を行う。 

 

 

 

 

 

 

〇 地域の医療関係者等との連携の下、重複頻回受診者、重複・多剤

服薬者の健康管理や医療に対する意識を深めるため、保健師や看護師、

薬剤師等による訪問指導、残薬確認や、特定健康診査及び特定保健指

導の機会を活用した指導・助言を行う。 

〇 後発医薬品の使用促進を図るため、以下の取組等を行う。 

・ 後発医薬品使用希望カード・シール等の配布 

・ 後発医薬品差額通知の実施 

 削除 

 

 

・文言整理 

・項目整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行の１段落目か

ら生活習慣病の周

知・啓発に関わる項

目を移行 

・糖尿病性腎症重症

化予防プログラムの

対象者の基準に合わ

せて修正 

・令和２年度から、糖

尿病性腎症重層化予

防プログラムに慢性

腎臓病の重症化予防

のためのフローが追

加されたことから追

記 

 

 

・文言整理 

 

 

 

・文言整理 

 

 

・令和２年度の時点

で全市町村が実施し

ており、今後の取り

組むべき内容として

馴染まないため。 

２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 被保険者に対し、国保制度に対する理解や自らの健康への認識

を深めてもらうため、医療費通知を実施する。 

ウ 県の取組 

〇 県民に対し、医療機関等の機能に応じた適切な受診や特定健康

診査等の受診促進、後発医薬品の普及促進等を啓発するための広

報等を行う。 

〇 市町村に対して定期的・計画的な指導・助言を行うとともに、研

修・講習会等を実施し、好事例の共有や市町村職員の能力の向上を

図り、県繰入金を活用し、特定健康診査等の受診率向上の取組や保

健事業・重症化予防の充実・強化を支援する。 

 

 

 

〇 糖尿病性腎症の重症化予防について、市町村と医療機関等が連

携して受診勧奨や保健指導を行う体制を構築するため、糖尿病性

腎症重症化予防プログラムを策定したことから、医師会、糖尿病対

策推進会議、国保連等と連携しながら、市町村の取組が円滑かつ効

果的に推進されるように支援していく。 

〇 国保データベース（ＫＤＢ）システム等の医療関係データを活用

し、医療費の分析や健康課題の把握等を行い、関連施策と連携して

医療費適正化の取組を推進する。 

 

〇 医療機関や関係団体等に対し、市町村が行う医療費適正化の取

組が円滑かつ効率的に実施されるように必要な協力依頼や広報等

を行う。 

 

 

 

〇 県民に対し、医療機関の機能に応じた適切な受診や特定健康診査・

特定保健指導の受診促進、後発医薬品の普及促進するための広報等

を行う。 

〇 市町村に対して定期的・計画的な指導・助言を行うとともに、研

修・講習会等を実施し、好事例の共有や市町村職員の能力の向上を

図り、県繰入金を活用し、特定健康診査等の受診率向上の取組や保

健事業・重症化予防の充実・強化を支援する。 

〇 なお、県繰入金（２号分）の交付に当たっては、保険料水準の統一

を見据え、必要に応じて交付基準・交付要領等の見直しを行うもの

とする。 

〇 糖尿病性腎症及び慢性腎臓病の重症化予防について、市町村と医 

療機関等が連携して受診勧奨や保健指導を行う体制を構築するた

め、糖尿病性腎症重症化予防プログラムを策定したことから、医師

会、糖尿病対策推進会議、国保連等と連携しながら、市町村の取組

が円滑かつ効果的に推進されるように支援していく。 

〇 国保データベース（ＫＤＢ）システム等の医療関係データを活用

し、医療費の分析や健康課題の把握等を行い、糖尿病性腎症の重症

化予防や医薬品の適正使用の推進等の関連施策を通じて医療費適

正化の取組を推進する。 

〇 医療機関や関係団体等に対し、市町村が行う医療費適正化の取組

が円滑かつ効率的に実施されるよう専門職の派遣を依頼するなど

必要な協力依頼や広報等を行う。 

 

 

 

・文言整理 

 

 

 

 

 

 

・保険料水準の統一

を見据え追記 

 

・文言整理 

 

 

 

 

・文言整理 

 

 

 

・文言整理 

 

 

６ 保険者業務の広域化及び効率化並びに国保財政の健全化の推進 

（１）市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進 

〇 県及び国保連は、現在実施している事務の共同実施の取組を引き

続き行っていくとともに、市町村等と調整の上、更なる事務の広域

化及び効率化等に向けた検討を行う。 

 

 

・法改正により「市町

村が担う事務の広域

的及び効率的な運営

の推進に関する事

項」が必須記載事項

となったことに伴

い、項目を新規作成 
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Ｐ 現行（H30～R５） 第２期（骨子案）（R6～R11） 変更理由等 

〇 市町村が、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令

和３年法律第４０号）に基づき円滑に市町村事務処理標準システム

等の標準準拠システムを導入できるよう、県及び国保連は、適宜必

要な助言や情報提供等を行う。 

・法律の制定により

追記 

 

 

２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〇 市町村は、国が目標として掲げる令和７年度末までの標準準拠シ

ステムの導入に向け、各市町村におけるシステム部門やベンダ等と

協議するなど、適切な対応に努める。 

〇 なお、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（マイナンバー法）（平成２５年法律第２７号）及び

国民健康保険法の一部改正に伴うマイナンバーカードと被保険者

証の一体化や公金受取口座を活用した公金給付の実施等、既に運用

が開始された制度のほか、既存の被保険者証・短期被保険者証・資

格証明書の廃止やオンラインによる資格確認を受けることができ

ない状況にある者等への資格確認書の交付等、新たな制度の動きを

注視しつつ、個人情報の取扱いに十分配慮しながら、事務の効率化

等の検討を進めていく。 

・法律の制定により

追記 

 

・法律の一部改正に

併せ追記 

 （２）保険者努力支援制度の活用 

〇 保険者努力支援制度は、被保険者の健康づくり、医療費の適正化、

国保財政の健全化等に向けた努力を行う保険者を客観的な指標で

評価し、支援金を交付することで、保険者の取組を支援する国の制

度である。 

〇 県及び市町村は、保険者努力支援制度の活用を図りながら、被保

険者の更なる健康増進や財政基盤の強化に努める。 

 

・現行の「６ その

他」から移動 

６ その他 

（１）市町村が担う事務の効率的な運営の推進 

〇 県及び国保連は、現在実施している事務の共同実施の取組を引

き続き行っていくとともに、市町村等と調整の上、更なる事務の効

率化・標準化等に向けた検討を行う。 

〇 なお、国における医療機関等の窓口におけるオンライン資格確

認や医療等ＩＤを用いた医療情報等の連携の仕組みの構築、審査

支払機関における診療報酬審査業務のあり方の見直し等、新たな

制度の検討の動きを注視しつつ、個人情報の取扱いに十分配慮し

ながら、事務の効率化等の検討を進めていく 

７ その他 

削除 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

・新規項目６へ移動 

 

 

 

・新規項目６へ移動 

 

 

 

 

（２）保険者努力支援制度の活用 

〇 保険者努力支援制度は、被保険者の健康づくり、医療費の適正

化、国保財政の健全化等に向けた努力を行う保険者を客観的な指

標で評価し、支援金を交付することで、保険者の取組を支援する国

の制度である。 

〇 県及び市町村は、保険者努力支援制度の活用を図りながら、被保

険者の更なる健康増進や財政基盤の強化に努める。 

削除 

 

 

 

 

削除 

 

・新規項目６へ移動 

 

 

 

 

・新規項目６へ移動 

 

（３）保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 

〇 県は、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、医療提供体制

の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の重要性に留

意し、「千葉県保健医療計画」、「千葉県における健康福祉の取組と

医療費の見通しに関する計画」（医療費適正化計画）、「健康ちば２

１」、「千葉県高齢者保健福祉計画」、「千葉県障害者計画」等に掲げ

る関連施策との連携及び関係機関との協力を図る。 

 

〇 また、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について、令

和６年度までに全ての市町村において着実に展開できるよう、好

事例の提供や研修等を通じ支援する。 

 

 

〇 特に、「千葉県における健康福祉の取組と医療費の見通しに関す

る計画」（医療費適正化計画）における県民の健康の保持の推進や

医療の効率的な提供の推進に関する事項について、取組を推進し、

目標の達成に努める。 

（１）保健医療サービス・福祉サービス等に関する施策との連携 

〇 県は、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、医療提供体制

の確保や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の重要性に留意

し、「千葉県保健医療計画」、「千葉県医療費適正化計画」、「健康ちば

２１」、「千葉県高齢者保健福祉計画」、「千葉県障害者計画」等に掲

げる関連施策との連携及び関係機関との協力を図る。 

 

 

〇 高齢者の生涯を通じた健康の保持増進により医療費を適正化す

るため、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について、令

和６年度までに全ての市町村において取組を開始する。 

 また、県は、好事例の提供や研修等を通じ市町村における取組の充

実に向けた支援を行う。 

〇 特に、「千葉県医療費適正化計画」における県民の健康の保持の推

進や医療の効率的な提供の推進に関する事項について、取組を推進

し、目標の達成に努める。 

 

・文言整理 

 

 

 

 

 

 

・時点修正 

・県内市町村におけ

る事業の深化につい

ても記載する。 

 

・文言整理 

 

 

 

２９ （４）被用者保険等との連携 

〇 国民健康保険と全国健康保険協会・各健康保険組合等の被用者

保険との間の課題の共有や保健事業、医療費適正化等の取組の推

進を図るため、千葉県保険者協議会や健康ちば地域・職域連携推進

協議会等の場を通じて必要な連携を図る。 

〇 また、現在、各保険者がそれぞれ実施している健診や保健指導等

の健康づくりの取組、健診結果やレセプト等を活用した分析、後発

医薬品の使用促進を図るための広報等を、各保険者が連携し、共同

で、または同時期に実施する等、より効果的・効率的な取組の推進

について、各保険者とともに検討していく。 

（２）被用者保険等との連携 
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 （５）施策の効率的な実施のための取組 

〇 本方針に関する事項については、必要に応じて県と市町村等で

構成する連携会議等を開催し、市町村等との情報共有及び調整等

を図る。 

 

〇 また、本方針に基づく取組状況等については、千葉県国民健康保

険運営協議会に毎年度報告し、委員の意見を聴きながら取組の改

善を図る。 

（３）施策の効率的な実施のための取組 

〇 本方針に関する事項については、必要に応じて県と市町村等で構

成する千葉県国民健康保険連携会議等を開催し、市町村等との情報

共有及び調整等を図る。 

 

 

 

・文言整理 

 

 


